
「
西
東
京
市
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
」

【
説
明
】
多
世
代
に
わ
た
り
良

質
な
住
宅
が
引
き
継
が
れ
る
住

宅
循
環
シ
ス
テ
ム
の
普
及
促
進

を
図
り
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現

に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
を
目
的

と
し
た
「
長
期
優
良
住
宅
の
普

及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
及

び
「
建
築
基
準
法
」
の
改
正
に

伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
。

【
主
な
質
疑
】

問　
建
築
行
為
を
行
わ
な
い
既

存
の
住
宅
に
長
期
優
良
住
宅
を

認
定
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
。

答　
住
宅
ロ
ー
ン
の
金
利
の
引

下
げ
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
借

入
限
度
額
の
増
額
、
地
震
保
険

料
の
割
引
等
が
あ
る
。

問　
申
請
件
数
の
見
込
み
は
。

答　
現
状
、
増
改
築
に
よ
る
申

請
は
出
て
い
な
い
。
今
後
は
キ

ッ
チ
ン
の
交
換
等
の
リ
フ
ォ
ー

ム
工
事
も
対
象
に
な
る
た
め
、

申
請
は
増
加
す
る
と
考
え
る
。

問　
制
度
の
周
知
方
法
は
。

答　
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
改

正
法
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
活
用

す
る
。

問　
太
陽
光
パ
ネ
ル
設
置
や
省

エ
ネ
型
空
調
の
設
置
で
認
定
さ

れ
る
か
。

答　
太
陽
光
発
電
設
置
や
空
調

は
、
長
期
優
良
住
宅
の
基
準
項

目
に
該
当
し
な
い
。

問　
総
合
設
計
制
度
の
敷
地
面

積
の
上
限
・
下
限
は
あ
る
の
か
。

答　
総
合
設
計
制
度
に
お
け
る

敷
地
面
積
の
最
低
限
度
は
300
㎡

〜
１
千
㎡
。
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途

地
域
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
。

問　
市
内
に
同
制
度
の
該
当
物

件
は
あ
る
か
。

答　
従
来
型
を
含
め
、
市
内
で

は
今
ま
で
総
合
設
計
制
度
に
お

け
る
申
請
は
な
い
。

問　
応
急
仮
設
建
築
物
に
つ
い

て
、
申
請
の
基
準
と
な
る
２
年

「
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

ほ
か

【
説
明
】
地
方
公
務
員
法
改
正

等
に
伴
い
、
職
員
の
定
年
を
段

階
的
に
65
歳
に
引
き
上
げ
、
職

員
の
給
料
を
当
面
は
60
歳
時
の

７
割
の
水
準
と
し
、
退
職
手
当

の
支
給
額
の
特
例
を
設
け
る
な

ど
、
規
定
を
整
備
す
る
。

【
主
な
質
疑
】

問　
定
年
引
上
げ
の
目
的
は
。

答　
少
子
高
齢
化
、
生
産
年
齢

人
口
の
減
少
な
ど
を
踏
ま
え
、

能
力
と
意
欲
の
あ
る
高
齢
期
の

職
員
を
最
大
限
活
用
し
、
次
の

世
代
へ
そ
の
知
識
、
技
術
、
経

験
を
継
承
す
る
た
め
。
組
織
体

制
や
事
務
処
理
な
ど
の
課
題
に

対
し
、
経
験
や
知
識
等
を
生
か

し
た
人
材
育
成
や
専
門
性
の
発

揮
と
い
う
点
で
期
待
し
て
い
る
。

問　
市
財
政
へ
の
影
響
、
国
か

ら
の
財
政
上
の
措
置
は
。

答　
人
件
費
、
経
常
的
な
義
務

的
経
費
の
点
で
交
付
税
の
基
準

財
政
需
要
額
に
何
ら
か
の
形
で

措
置
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

問　
市
民
へ
の
影
響
は
。

答　
複
雑
な
行
政
課
題
に
対
し
、

能
力
と
意
欲
あ
る
職
員
を
最
大

限
活
用
す
る
た
め
、
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
を
見
込
ん
で
い
る
。

問　
定
年
延
長
と
定
数
管
理
の

関
係
は
。

答　
常
勤
職
員
は
通
常
定
数
ど

お
り
数
え
て
い
く
。
定
年
前
再

任
用
の
短
時
間
勤
務
職
員
は
、

庁
内
調
整
が
必
要
。
人
数
、
組

織
を
見
つ
つ
、
職
員
の
ス
キ
ル

の
向
上
も
考
え
、
庁
内
調
整
す

る
。
組
織
の
年
齢
構
成
な
ど
も

勘
案
し
対
応
し
て
い
く
。

問　
定
年
延
長
に
伴
う
各
制
度

に
よ
り
、
不
利
益
を
被
る
職
員

は
い
な
い
の
か
。

答　
役
職
定
年
は
、
若
手
・
中

堅
職
員
の
昇
任
機
会
を
確
保
し

「
西
東
京
市
子
供
の
医
療
費
の

助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
」

【
説
明
】
医
療
費
の
助
成
対
象

者
の
拡
充
に
伴
い
、
関
連
規
定

の
整
備
を
行
う
も
の
。
現
在
、

子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
は
乳

幼
児
と
義
務
教
育
就
学
児
を
対

象
と
し
て
お
り
、
条
例
の
一
部

改
正
に
よ
り
、
令
和
５
年
４
月

か
ら
対
象
を
高
校
生
等
18
歳
ま

で
拡
充
し
、
所
得
制
限
を
適
用

し
な
い
も
の
と
す
る
。

【
主
な
質
疑
】

問　
多
摩
26
市
で
所
得
制
限
を

な
く
し
た
自
治
体
は
何
市
か
。

答　
本
市
を
含
め
26
市
中
10
市
。

一
部
負
担
金
200
円
の
撤
廃
を
表

明
し
て
い
る
市
は
武
蔵
野
市
、

府
中
市
、
調
布
市
の
３
市
。

問　
200
円
の
自
己
負
担
が
残
る

点
に
つ
い
て
の
見
解
は
。

答　
本
市
は
、
所
得
制
限
の
撤

廃
を
判
断
し
、
一
部
負
担
金
の

現
状
維
持
で
検
討
を
図
っ
た
。

問　
200
円
の
自
己
負
担
、
通
院

費
を
撤
廃
し
た
場
合
、
小
中
学

生
・
高
校
生
ま
で
の
財
政
負
担

は
。

答　
所
得
制
限
を
撤
廃
す
る
部

分
を
含
め
１
億
円
程
度
の
見
込

み
。
小
中
学
生
を
含
め
、
200
円

の
自
己
負
担
を
撤
廃
し
た
場
合
、

総
額
１
億
６
千
万
円
程
度
の
負

担
が
見
込
ま
れ
る
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

「
西
東
京
市
の
国
民
健
康
保
険

料
「
均
等
割
」
半
減
対
象
を
小

学
６
年
生
ま
で
広
げ
る
こ
と
を

求
め
る
陳
情
」

【
趣
旨
】
均
等
割
保
険
料
の
減

額
措
置
の
対
象
を
、
小
学
６
年

生
ま
で
拡
充
を
求
め
る
も
の
。

【
市
か
ら
の
説
明
】
７
月
25
日

付
の
厚
生
労
働
省
事
務
連
絡
に

よ
り
、
現
行
の
制
度
を
超
え
た

自
治
体
独
自
の
対
応
は
制
度
上

で
き
な
い
仕
組
み
。
一
方
、
国

よ
う
と
い
う
、
地
方
公
務
員
法

に
従
っ
た
制
度
。
現
行
の
再
任

用
制
度
と
比
較
す
れ
ば
相
応
の

処
遇
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
不
利
益
な
変
更
と
は
捉

え
て
い
な
い
。

問　
定
年
延
長
に
よ
る
役
職
の

降
任
に
当
た
っ
て
の
研
修
が
必

要
と
考
え
る
が
、
見
解
は
。

答　
最
初
の
入
り
口
の
部
分
の

研
修
は
重
要
と
考
え
る
。
内
容

も
含
め
検
討
し
て
い
く
。

問　
降
任
し
た
課
長
補
佐
級
の

役
割
は
。

答　
管
理
職
の
経
験
や
知
識
を

生
か
し
た
人
材
育
成
や
専
門
性

の
発
揮
な
ど
に
よ
り
、
組
織
全

体
の
強
化
、
職
員
の
ス
キ
ル
向

上
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。

問　
近
隣
市
で
再
任
用
管
理
職

を
採
用
し
て
い
る
自
治
体
は
あ

る
の
か
。
例
外
的
に
管
理
監
督

者
、
管
理
職
級
を
認
め
る
と
い

う
こ
と
だ
が
、
本
市
に
お
け
る

特
殊
技
能
や
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
想
定
は
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答　
５
月
現
在
26
市
中
17
市
が

再
任
用
管
理
職
を
導
入
し
て
い

る
。
今
後
の
役
職
定
年
に
伴
う

例
外
部
分
は
、
現
段
階
で
具
体

的
な
想
定
は
し
て
い
な
い
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
よ
り
、

未
就
学
児
に
係
る
保
険
料
の
被

保
険
者
均
等
割
額
の
軽
減
措
置

に
つ
い
て
、
対
象
者
や
軽
減
幅

の
拡
充
を
図
る
た
め
、
国
や
都

に
対
し
、
費
用
負
担
も
含
め
て

財
政
支
援
の
拡
充
を
要
望
さ
れ

た
い
と
の
附
帯
意
見
を
頂
い
て

い
る
。
本
市
も
市
長
会
等
で
要

望
の
声
を
上
げ
て
お
り
、
引
き

続
き
要
望
す
る
。

【
主
な
質
疑
】

問　
市
町
村
独
自
の
対
応
に
関

し
て
、
厚
生
労
働
省
か
ら
禁
止

さ
れ
て
い
る
の
か
。

答　
明
確
に
法
令
違
反
と
は
言

え
な
い
も
の
の
、
適
切
で
は
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。

問　
全
国
各
地
の
自
治
体
が
先

行
し
て
軽
減
策
を
行
う
必
要
が

あ
る
と
思
う
が
、
見
解
は
。

答　
財
政
負
担
な
ど
も
含
め
審

議
会
の
意
見
な
ど
も
頂
き
な
が

ら
引
き
続
き
検
討
し
、
機
会
を

捉
え
拡
充
を
訴
え
て
い
く
。

問　
違
法
で
は
な
い
と
し
て
も
、

法
定
外
繰
入
金
投
入
は
、
交
付

税
の
算
定
、
他
事
業
と
の
兼
ね

合
い
も
あ
る
。
少
子
化
対
策
は

国
の
方
針
で
も
あ
り
、
市
と
し

て
保
険
料
に
つ
い
て
国
等
へ
意

見
を
申
し
出
て
い
る
の
か
。

問　
国
保
の
協
議
会
に
お
い
て

課
長
会
で
財
政
拡
充
を
要
望
し
、

市
長
会
に
上
げ
、
知
事
会
か
ら

も
国
へ
要
望
さ
れ
、
今
後
も
、

西
東
京
市
と
し
て
声
を
上
げ
て

い
く
。

【
結
果
】
賛
成
少
数
で
不
採
択

３
か
月
の
根
拠
は
何
か
。

答　
現
行
制
度
で
は
、
使
用
期

間
が
３
か
月
以
内
で
あ
れ
ば
申

請
が
な
く
て
も
建
築
で
き
る
。

３
か
月
を
超
え
て
使
用
す
る
場

合
に
は
、
２
年
を
限
度
に
許
可

申
請
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
今
回
の
改
正
で
２
年
３
か

月
以
降
１
年
ご
と
に
更
新
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

問　
建
築
士
等
に
よ
る
現
況
調

査
の
費
用
は
。

答　
通
常
の
戸
建
て
住
宅
の
場

合
、
７
〜
８
万
円
程
度
。

問　
増
改
築
を
伴
わ
な
い
申
請

の
場
合
、
建
築
士
を
ど
の
よ
う

に
見
つ
け
る
の
か
。

答　
一
般
社
団
法
人
住
宅
性
能

評
価
・
表
示
協
会
が
住
宅
の
性

能
評
価
を
行
っ
て
い
る
の
で
、

案
内
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

問　
普
及
促
進
の
取
組
は
。

答　
国
等
で
作
成
し
た
漫
画
等

を
活
用
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

用
い
、
普
及
促
進
す
る
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

常
任
委
員
会
の
模
様
は
、

常
任
委
員
会
中
継
か
ら
視

聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

公
開
期
間
は
、
会
議
録

が
公
開
さ
れ
る
ま
で
で
す
。

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク

セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

建
設
環
境
委
員
会

企
画
総
務
委
員
会

文
教
厚
生
委
員
会

委員会の審査から
議案や皆さんから提出された請願・陳情は、原則として所管の常任委員会等で審査を
行います。
ここでは、第３回定例会における各委員会での主な審査内容についてお知らせします。
◇審査内容の詳細は会議録に掲載します。
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